
 

 

 

 

 

 

所得税の確定申告が必要な人
確定申告が必要な人や、確定申告をすれば控除などが

受けられる人は主に次のような人です。

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

こんな場合は確定申告が必要です
（１）

 給与収入のほかに、「メルカリ」などのフリーマーケ

ットや「ヤフオク」などのネットオークションでの収入、

YouTube

額（収入

として確定申告が必要です。

（2）上場株式の売買がある

 株式の売買で得た利益は確定申告が必要です。特定

口座（源泉徴収あり）の場合は確定申告を省略するこ

とができます。

譲渡損

15 日までに確定申告が必須です。また上場株式の配

当所得がある場合、確定申告をすれば所得税が還付さ

れるなど有利になるケースもあります。

（3）

ふるさと納税の返礼品は、一時所得となります。一

般にふるさと納税額の

れています。一時所得は

差し引いて計算しますが、ふるさと納税の返礼品以外

に、生命保険契約の満期金など他の一時所得がある場

 

 

 

 

 

 

 

資産活用のヒントをお届けします

●個人事業者
●不動産賃貸収入のある人（不動産オーナー）
●不動産の売却収入がある人
●給与の年間収入金額が
●2 社以上から給与の支払いを受けている人
●給与の支払いは

保険の満期保険金、懸賞の賞金品、当選金品がある人
（金額によっては確定申告は不要です）

●一定額の公的年金を受け取っている人
●同族会社の役員等で、会社から給与以外の支払い（貸

付金利子、不動産の賃貸料など）を受けている人
●雑損控除、医療費控除、寄付金控除（ふるさと納税

の適用を受ける人
※ワンストップ特例を申請していても、寄付先の自治体が

所を超える人、医療費控除を受けるためなどで確定申告をす

る場合は、寄付金控除として申告する必要があります。

所得税の確定申告が必要な人
確定申告が必要な人や、確定申告をすれば控除などが

受けられる人は主に次のような人です。

こんな場合は確定申告が必要です
（１）メルカリなどネットでの収入がある

給与収入のほかに、「メルカリ」などのフリーマーケ

ットや「ヤフオク」などのネットオークションでの収入、

YouTube などの動画投稿収入がある人は、その所得金

額（収入－必要経費）が

として確定申告が必要です。

）上場株式の売買がある

株式の売買で得た利益は確定申告が必要です。特定

口座（源泉徴収あり）の場合は確定申告を省略するこ

とができます。 

譲渡損があり、

日までに確定申告が必須です。また上場株式の配

当所得がある場合、確定申告をすれば所得税が還付さ

るなど有利になるケースもあります。

）ふるさと納税の返礼品を受け取った

ふるさと納税の返礼品は、一時所得となります。一

般にふるさと納税額の

れています。一時所得は

差し引いて計算しますが、ふるさと納税の返礼品以外

に、生命保険契約の満期金など他の一時所得がある場

資産活用のヒントをお届けします

【不動産等の譲渡・贈与の相談日】

【その他税金の一般的な相談日】

【場所】ベイヒルズ税理士法人

※無料

●個人事業者 

●不動産賃貸収入のある人（不動産オーナー）
●不動産の売却収入がある人
●給与の年間収入金額が

社以上から給与の支払いを受けている人
●給与の支払いは

保険の満期保険金、懸賞の賞金品、当選金品がある人
（金額によっては確定申告は不要です）

●一定額の公的年金を受け取っている人
●同族会社の役員等で、会社から給与以外の支払い（貸

付金利子、不動産の賃貸料など）を受けている人
●雑損控除、医療費控除、寄付金控除（ふるさと納税

の適用を受ける人
※ワンストップ特例を申請していても、寄付先の自治体が

所を超える人、医療費控除を受けるためなどで確定申告をす

る場合は、寄付金控除として申告する必要があります。

所得税の確定申告が必要な人
確定申告が必要な人や、確定申告をすれば控除などが

受けられる人は主に次のような人です。

こんな場合は確定申告が必要です
メルカリなどネットでの収入がある

給与収入のほかに、「メルカリ」などのフリーマーケ

ットや「ヤフオク」などのネットオークションでの収入、

などの動画投稿収入がある人は、その所得金

－必要経費）が 20 万円を超える場合、雑所得

として確定申告が必要です。 

）上場株式の売買がある

株式の売買で得た利益は確定申告が必要です。特定

口座（源泉徴収あり）の場合は確定申告を省略するこ

 

があり、翌年以降に繰り

日までに確定申告が必須です。また上場株式の配

当所得がある場合、確定申告をすれば所得税が還付さ

るなど有利になるケースもあります。

ふるさと納税の返礼品を受け取った

ふるさと納税の返礼品は、一時所得となります。一

般にふるさと納税額の 30％程度が返礼品の額とみら

れています。一時所得は 50

差し引いて計算しますが、ふるさと納税の返礼品以外

に、生命保険契約の満期金など他の一時所得がある場

資産活用のヒントをお届けします

【不動産等の譲渡・贈与の相談日】

【その他税金の一般的な相談日】

【場所】ベイヒルズ税理士法人

無料相談会は事前予約制となっております。お申込み

●不動産賃貸収入のある人（不動産オーナー）
●不動産の売却収入がある人 

●給与の年間収入金額が 2,000

社以上から給与の支払いを受けている人
●給与の支払いは 1 か所だが、生命保険の一時金、損害

保険の満期保険金、懸賞の賞金品、当選金品がある人
（金額によっては確定申告は不要です）

●一定額の公的年金を受け取っている人
●同族会社の役員等で、会社から給与以外の支払い（貸

付金利子、不動産の賃貸料など）を受けている人
●雑損控除、医療費控除、寄付金控除（ふるさと納税

の適用を受ける人 

※ワンストップ特例を申請していても、寄付先の自治体が

所を超える人、医療費控除を受けるためなどで確定申告をす

る場合は、寄付金控除として申告する必要があります。

所得税の確定申告が必要な人
確定申告が必要な人や、確定申告をすれば控除などが

受けられる人は主に次のような人です。 

こんな場合は確定申告が必要です
メルカリなどネットでの収入がある

給与収入のほかに、「メルカリ」などのフリーマーケ

ットや「ヤフオク」などのネットオークションでの収入、

などの動画投稿収入がある人は、その所得金

万円を超える場合、雑所得

 

）上場株式の売買がある 

株式の売買で得た利益は確定申告が必要です。特定

口座（源泉徴収あり）の場合は確定申告を省略するこ

翌年以降に繰り越す場合には

日までに確定申告が必須です。また上場株式の配

当所得がある場合、確定申告をすれば所得税が還付さ

るなど有利になるケースもあります。

ふるさと納税の返礼品を受け取った

ふるさと納税の返礼品は、一時所得となります。一

％程度が返礼品の額とみら

50 万円までの特別控除額を

差し引いて計算しますが、ふるさと納税の返礼品以外

に、生命保険契約の満期金など他の一時所得がある場

資産活用のヒントをお届けします 

---

【不動産等の譲渡・贈与の相談日】

【その他税金の一般的な相談日】

【場所】ベイヒルズ税理士法人

は事前予約制となっております。お申込み

●不動産賃貸収入のある人（不動産オーナー）

2,000 万円超の人
社以上から給与の支払いを受けている人

か所だが、生命保険の一時金、損害
保険の満期保険金、懸賞の賞金品、当選金品がある人
（金額によっては確定申告は不要です）

●一定額の公的年金を受け取っている人 

●同族会社の役員等で、会社から給与以外の支払い（貸
付金利子、不動産の賃貸料など）を受けている人

●雑損控除、医療費控除、寄付金控除（ふるさと納税

※ワンストップ特例を申請していても、寄付先の自治体が

所を超える人、医療費控除を受けるためなどで確定申告をす

る場合は、寄付金控除として申告する必要があります。

所得税の確定申告が必要な人 

確定申告が必要な人や、確定申告をすれば控除などが

 

こんな場合は確定申告が必要です 

メルカリなどネットでの収入がある 

給与収入のほかに、「メルカリ」などのフリーマーケ

ットや「ヤフオク」などのネットオークションでの収入、

などの動画投稿収入がある人は、その所得金

万円を超える場合、雑所得

株式の売買で得た利益は確定申告が必要です。特定

口座（源泉徴収あり）の場合は確定申告を省略するこ

す場合には 3 月

日までに確定申告が必須です。また上場株式の配

当所得がある場合、確定申告をすれば所得税が還付さ

るなど有利になるケースもあります。 

ふるさと納税の返礼品を受け取った 

ふるさと納税の返礼品は、一時所得となります。一

％程度が返礼品の額とみら

万円までの特別控除額を

差し引いて計算しますが、ふるさと納税の返礼品以外

に、生命保険契約の満期金など他の一時所得がある場

--- 確定申告無料相談

【不動産等の譲渡・贈与の相談日】2 月

【その他税金の一般的な相談日】2 月

【場所】ベイヒルズ税理士法人  【時間】

は事前予約制となっております。お申込み

●不動産賃貸収入のある人（不動産オーナー） 

万円超の人 

社以上から給与の支払いを受けている人 

か所だが、生命保険の一時金、損害
保険の満期保険金、懸賞の賞金品、当選金品がある人
（金額によっては確定申告は不要です） 

●同族会社の役員等で、会社から給与以外の支払い（貸
付金利子、不動産の賃貸料など）を受けている人 

●雑損控除、医療費控除、寄付金控除（ふるさと納税※

※ワンストップ特例を申請していても、寄付先の自治体が 5

所を超える人、医療費控除を受けるためなどで確定申告をす

る場合は、寄付金控除として申告する必要があります。 

 

 

 

 

 

確定申告が必要な人や、確定申告をすれば控除などが

給与収入のほかに、「メルカリ」などのフリーマーケ

ットや「ヤフオク」などのネットオークションでの収入、

などの動画投稿収入がある人は、その所得金

万円を超える場合、雑所得

株式の売買で得た利益は確定申告が必要です。特定

口座（源泉徴収あり）の場合は確定申告を省略するこ

月

日までに確定申告が必須です。また上場株式の配 

当所得がある場合、確定申告をすれば所得税が還付さ

ふるさと納税の返礼品は、一時所得となります。一

％程度が返礼品の額とみら

万円までの特別控除額を

差し引いて計算しますが、ふるさと納税の返礼品以外

に、生命保険契約の満期金など他の一時所得がある場 

 

合、合計し

になります。

個人事業者は事業収入と必要経費
（１）事業収入になるもの

事業から生じた売上金額や事業に付随して得た収入

業収入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2

 個人事業者が支出した費用は、販売した商品の仕入代

金をはじめ、広告宣伝費、従業員給与、水道光熱費など

の販売費・一般管理費や、その他

あれば、業務上の経費（必要経費）になります。

 自分や家族の生活費、医療費、娯楽費など

要のない支出は、家事費であり必要経費にはなりません。

 

 

 

 

 

 

 

（3

 個人事業者

業にもプライベートにも使用するなど、家事費と事業上

の必要経費が混在している費用があります。これを

関連費といい、店舗併用住宅の水道光熱費や地代家賃な

どがこれに該当します。

 家事関連費も、原則は必要経費に

務上必要な部分を明らかにし、合理的な方法で按分でき

る場合は、事業に必要な部分については必要経費になり

ます。

発 

201

確定申告無料相談会

月 19 日(火)、

月 21 日(木)、28

【時間】10:00～17:00

は事前予約制となっております。お申込み

か所だが、生命保険の一時金、損害
保険の満期保険金、懸賞の賞金品、当選金品がある人

●同族会社の役員等で、会社から給与以外の支払い（貸

※）

5 か

所を超える人、医療費控除を受けるためなどで確定申告をす

●事業収入になるもの
 ・その事業から生じた売上金額
 ・商品を自家消費や贈与した場合
  

 ・従業員への貸付金の利子
 ・仕入割引やリベート
 ・空箱や作業くずなどの売却代金
 ・棚卸資産の損失による保険金・損害賠償金
 ・金銭以外のものや権利などによる収入
 ・買掛金の

●家事費（必要経費にならないもの）
 ・
 ・家族で食事に行った費用
 ・
 ・事業主自身の生命保険料
 ・自宅部分の火災保険料
 ・住宅ローンの利息
 ・自分や家族に支払う家賃や給料

合、合計して 50

になります。 

個人事業者は事業収入と必要経費
（１）事業収入になるもの

事業から生じた売上金額や事業に付随して得た収入

業収入になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）必要経費になるもの

個人事業者が支出した費用は、販売した商品の仕入代

金をはじめ、広告宣伝費、従業員給与、水道光熱費など

の販売費・一般管理費や、その他

あれば、業務上の経費（必要経費）になります。

自分や家族の生活費、医療費、娯楽費など

要のない支出は、家事費であり必要経費にはなりません。

3）家事関連費は合理的な按分が必要

個人事業者は、店舗と住宅が併用である、自動車を事

業にもプライベートにも使用するなど、家事費と事業上

必要経費が混在している費用があります。これを

関連費といい、店舗併用住宅の水道光熱費や地代家賃な

どがこれに該当します。

家事関連費も、原則は必要経費に

務上必要な部分を明らかにし、合理的な方法で按分でき

る場合は、事業に必要な部分については必要経費になり

ます。 

 行 

2019 年 2 月
第 254 号 

会のご案内 

、26 日(火)、3

28 日(木)、3 月

17:00  【費用】無料（

は事前予約制となっております。お申込みは 0120-

事業収入になるもの
・その事業から生じた売上金額
・商品を自家消費や贈与した場合

  ※販売価格の
いほうの金額を売上に含めます。

・従業員への貸付金の利子
・仕入割引やリベート
・空箱や作業くずなどの売却代金
・棚卸資産の損失による保険金・損害賠償金
・金銭以外のものや権利などによる収入
・買掛金の債務

家事費（必要経費にならないもの）
・自分や家族の生活費
・家族で食事に行った費用
・医療費 ・娯楽のための費用
・事業主自身の生命保険料
・自宅部分の火災保険料
・住宅ローンの利息
・自分や家族に支払う家賃や給料

50 万円を超える場合には確定申告が必要

個人事業者は事業収入と必要経費
（１）事業収入になるもの

事業から生じた売上金額や事業に付随して得た収入

になります。 

）必要経費になるもの

個人事業者が支出した費用は、販売した商品の仕入代

金をはじめ、広告宣伝費、従業員給与、水道光熱費など

の販売費・一般管理費や、その他

あれば、業務上の経費（必要経費）になります。

自分や家族の生活費、医療費、娯楽費など

要のない支出は、家事費であり必要経費にはなりません。

）家事関連費は合理的な按分が必要

は、店舗と住宅が併用である、自動車を事

業にもプライベートにも使用するなど、家事費と事業上

必要経費が混在している費用があります。これを

関連費といい、店舗併用住宅の水道光熱費や地代家賃な

どがこれに該当します。 

家事関連費も、原則は必要経費に

務上必要な部分を明らかにし、合理的な方法で按分でき

る場合は、事業に必要な部分については必要経費になり

〒221-0052

TEL

FAX

HP：

 
 

 --- 

3 月 5 日(火) 

月 7 日(木) 

【費用】無料（1 時間以内）

-676-372 までお電話ください。

事業収入になるもの 

・その事業から生じた売上金額
・商品を自家消費や贈与した場合

販売価格の 70％相応額と仕入価格を比較して大き
いほうの金額を売上に含めます。

・従業員への貸付金の利子
・仕入割引やリベート 

・空箱や作業くずなどの売却代金
・棚卸資産の損失による保険金・損害賠償金
・金銭以外のものや権利などによる収入

債務免除益 

家事費（必要経費にならないもの）
自分や家族の生活費 

・家族で食事に行った費用
・娯楽のための費用

・事業主自身の生命保険料
・自宅部分の火災保険料
・住宅ローンの利息 

・自分や家族に支払う家賃や給料

出典

万円を超える場合には確定申告が必要

個人事業者は事業収入と必要経費
（１）事業収入になるもの 

事業から生じた売上金額や事業に付随して得た収入

）必要経費になるもの、ならないもの

個人事業者が支出した費用は、販売した商品の仕入代

金をはじめ、広告宣伝費、従業員給与、水道光熱費など

の販売費・一般管理費や、その他、事業に必要な費用で

あれば、業務上の経費（必要経費）になります。

自分や家族の生活費、医療費、娯楽費など

要のない支出は、家事費であり必要経費にはなりません。

）家事関連費は合理的な按分が必要

は、店舗と住宅が併用である、自動車を事

業にもプライベートにも使用するなど、家事費と事業上

必要経費が混在している費用があります。これを

関連費といい、店舗併用住宅の水道光熱費や地代家賃な

家事関連費も、原則は必要経費にはなりませんが、業

務上必要な部分を明らかにし、合理的な方法で按分でき

る場合は、事業に必要な部分については必要経費になり
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時間以内）   

までお電話ください。

・その事業から生じた売上金額 

・商品を自家消費や贈与した場合 

％相応額と仕入価格を比較して大き
いほうの金額を売上に含めます。

・従業員への貸付金の利子 

・空箱や作業くずなどの売却代金 

・棚卸資産の損失による保険金・損害賠償金
・金銭以外のものや権利などによる収入

 ・雇用調整助成金

家事費（必要経費にならないもの） 

・家族で食事に行った費用 

・娯楽のための費用 

・事業主自身の生命保険料 

・自宅部分の火災保険料 

・自分や家族に支払う家賃や給料 

出典：TKC 事務所通信

万円を超える場合には確定申告が必要

個人事業者は事業収入と必要経費の範囲に注

事業から生じた売上金額や事業に付随して得た収入

ならないもの 

個人事業者が支出した費用は、販売した商品の仕入代

金をはじめ、広告宣伝費、従業員給与、水道光熱費など

事業に必要な費用で

あれば、業務上の経費（必要経費）になります。 

自分や家族の生活費、医療費、娯楽費など、事業に必

要のない支出は、家事費であり必要経費にはなりません。

）家事関連費は合理的な按分が必要 

は、店舗と住宅が併用である、自動車を事

業にもプライベートにも使用するなど、家事費と事業上

必要経費が混在している費用があります。これを

関連費といい、店舗併用住宅の水道光熱費や地代家賃な

なりませんが、業

務上必要な部分を明らかにし、合理的な方法で按分でき

る場合は、事業に必要な部分については必要経費になり
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までお電話ください。 

％相応額と仕入価格を比較して大き
いほうの金額を売上に含めます。 

・棚卸資産の損失による保険金・損害賠償金 

・金銭以外のものや権利などによる収入 

・雇用調整助成金 

 

事務所通信 

万円を超える場合には確定申告が必要

の範囲に注意

事業から生じた売上金額や事業に付随して得た収入が事

個人事業者が支出した費用は、販売した商品の仕入代

金をはじめ、広告宣伝費、従業員給与、水道光熱費など

事業に必要な費用で

 

事業に必

要のない支出は、家事費であり必要経費にはなりません。 

は、店舗と住宅が併用である、自動車を事

業にもプライベートにも使用するなど、家事費と事業上

必要経費が混在している費用があります。これを家事

関連費といい、店舗併用住宅の水道光熱費や地代家賃な

なりませんが、業

務上必要な部分を明らかにし、合理的な方法で按分でき

る場合は、事業に必要な部分については必要経費になり
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％相応額と仕入価格を比較して大き


